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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ－２ 承継業務に係る債権・債務の適切な処理 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
平成 27 年度行政事業レビューシート  事業番号 0320 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
正常債権以外の債権

残高（計画値） 
最終年度に 
100 億円以下 
 

 
約 220 億円 

196 億円 
（対前年度 

▲24 億円） 

172 億円 
（対前年度 

▲24 億円） 

148 億円 
（対前年度 

▲24 億円） 

124 億円 
（対前年度 

▲24 億円） 

100 億円以下 
（対前年度 

▲24 億円） 

正常債権以外の債務残高を毎年度

24 億円ずつ減らす 

正常債権以外の債権

残高（実績値） 
  167 億円 

（対前年度 
▲53 億円） 

     

達成度 
（実績値／計画値） 

   
221％ 

 

     

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 破産更生債権及び

これに準ずる債権

並びに貸倒懸念債

権について、債務

者の経営状況を見

極めつつ、回収と

迅速な償却に取り

組むことによっ

て、本中期目標期

間中にこれらの正

常債権以外の債権

を 100 億円以下に

することを目標と

する。なお、経済

情勢の変化に伴い

正常債権以外の債

権の新たな発生も

（１）承継業務

においては、旧

環境事業団から

承継された建設

譲渡事業及び貸

付事業に係る債

権 の 回 収 を 進

め、同事業の財

源となった財政

融資資金の返済

を確実に行って

い く 必 要 が あ

る。 
平成26年度期首

において約 220
億円と見込まれ

る破産更生債権

破産更生債権及

びこれに準ずる

債権並びに貸倒

懸念債権（以下

「正常債権以外

の債権」という）

を本中期計画期

間中に 100 億円

以下に圧縮する

ために、 
①  約定弁済先

の管理強化 
② 返済慫慂 
③  厳正な法的

処理 
④  迅速な償却

処理 

＜主な定量的指標＞ 
正常債権以外の債

権残高が 100 億円

以下 
 
＜その他の指標＞ 
 
 
＜評価の視点＞ 
正常債権以外の債

権残高の圧縮状況 

＜主要な業務実績＞ 
正常債権以外の債権

残高 167 億円 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
中期計画期間中に正常

債権以外の債権（中期計

画期初残高 218億円）を

100 億円以下に圧縮する

という数値目標達成の

ため、①約定弁済先の管

理強化、②返済慫慂、③

厳正な法的処理及び④

迅速な償却処理に積極

的に取り組んだ。 

結果、平成 26年度は、

約定弁済 19億円に加え、

他金融機関借換等に伴

う繰上弁済による回収

14 億円および償却によ

評定 Ａ 
＜評定に至った理由＞ 
 正常債権以外の債権を４つの取組①約定弁済先の管理強化、②返済

慫慂、③厳正な法的処理、④迅速な償却処理及び、返済困難な債権

については、サービサーを積極的に活用し、回収強化を図っている。 
 また、財政融資資金の借入金の返済のための資金調達に当たって

は、市中の金利情勢等を考慮し、極力有利な条件での借入れを行い、

調達コストの抑制を図っている。 
 以上を踏まえ、中期目標における所期の目標を上回る成果が得ら

れていると認められるとしてＡとしたもの。 
＜今後の課題＞ 
 今後とも引き続き、債権の回収強化及び調達コストの抑制を図っ

ていただきたい。 
＜その他事項＞ 
 特になし。 
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予想されることか

ら、これらの正常

債権以外の債権に

対する取組状況が

明確になるよう

に、債権区分ごと

に、回収額、償却

額、債権の区分移

動の状況を明示す

るものとするこ

と。 
また、本中期目標

期間内に完済の見

込めない債権は、

サービサーを積極

的に活用するなど

効率的に債権回収

を行い、回収率の

向上及び回収額の

増大に取り組むこ

と。 
なお、本債権管理

回収の業務を行っ

ている組織体制に

ついては、その業

務実施状況等を踏

まえつつその縮減

を検討し、本中期

目標期間中に所要

の結論を得るこ

と。 
 

及びこれに準ず

る債権並びに貸

倒懸念債権（以

下「正常債権以

外の債権」とい

う。）の残高を第

三期中期目標期

間中に 100 億円

以下に圧縮する

ことを目指す。 
なお、経済情勢

の変化に伴い、

正常債権以外の

債権の新たな発

生も予想される

ことから、これ

らの正常債権以

外の債権に対す

る取組状況が明

確 に な る よ う

に、債権区分ご

とに、回収額、

償却額、債権の

区分移動の状況

を明示すること

とする。 
上記目標を達成

するために以下

の①～④を実施

する。 
  
①  約定弁済先

の管理強化 
正常債権に係る

債務者を含む債

務者個々の企業

の 財 務 収 支 状

況、資金繰り、

金融機関との取

引状況等債務者

企業の経営状況

の把握に努める

に積極的に取組

む。 
特に、昨今の経

済情勢の変化に

鑑み、①の約定

弁済先の管理強

化 に あ た っ て

は、これまで約

定どおりの弁済

を行ってきた債

務 者 に つ い て

も、その経営状

況に目を配り、

決算書を徴取後

速やかに分析す

るなどし、延滞

発生の未然防止

に努めるととも

に、万一、延滞

が 発 生 し た 際

は、速やかに原

因究明を行い、

延滞の解消を図

る。 
また、②の返済

慫慂にあたって

は、延滞となっ

ている債権であ

っても、返済確

実性があると認

められる債務者

については、債

務者との交渉を

通じて、完済に

向けた弁済方法

について、改め

て期限の利益を

再付与し、約定

化することによ

り、延滞の早期

解消を図る。 
  

る減少 17 億円により 51

億円を圧縮し、残高は

167 億円となった。中期

計画の 1ヵ年当たりの平

均圧縮額 24億円に対し、

達成率 213 %となった。

また、サービサーを積極

的に活用し、効率的な回

収を図るなど、その他の

計画についても適切に

実施した。 

 
＜課題と対応＞ 
今後の経済情勢の変化

等に伴って新たな正常

債権以外の債権の発生

等も想定されることか

ら、個別債権の管理を厳

格に行い、新たな正常債

権以外の債権の発生の

防止及び回収額の増額

に努めていくこととす

る。 
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とともに、約定

弁済先が万一、

経営困難に陥る

など、弁済が滞

る恐れが生じた

場合や滞った場

合には迅速かつ

適切な措置を講

ずる。 
② 返済慫慂 
延滞債権は的確

に返済確実性を

見極め、償却処

理、法的処理を

実施するほか、

民事再生法、特

定調停等による

回収計画の策定

等、透明性を確

保しつつ弁済方

法の約定化に努

める。 
③ 法的処理 
債権の保全と確

実な回収を図る

ため、訴訟、競

売等法的処理が

適当と判断され

るものについて

は厳正な法的処

理を進める。 
④ 償却処理 
形式破綻、ある

いは実質破綻先

で担保処分に移

行することを決

定したもの等、

償却適状となっ

た債権は迅速に

償却処理する。 
 
 

さらに、平成 26 
年度期首と期末

の 債 権 を 比 較

し、正常債権以

外の債権の債権

区分ごとに、回

収額、償却額、

債権の区分移動

の状況を明示す

ることにより、

機構の正常債権

以外の債権への

取組状況及び正

常債権から正常

債権以外の債権

への期中の変動

状況を明らかに

する。 
返済確実性の見

込 め な い 債 権

は、サービサー

を積極的に活用

し、回収強化を

図る。 
また、財政融資

資金の借入金の

返済、機構債券

の償還を着実に

実施し、本中期

目標期間中に完

済することとす

る。 
なお、借入金等

の返済のための

資金調達に当た

っては、市中の

金利情勢等を考

慮し、極力有利

な条件での借入

れを行い、調達

コストの抑制を

図る。 
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（２）サービサ

ーの活用と借入

金等の完済 
返済確実性の見

込 め な い 債 権

は、サービサー

を積極的に活用

し、回収強化を

図る。 
また、財政融資

資金の借入金の

返済、機構債券

の償還を着実に

実施し、第三期

中期目標期間中

に完済すること

とする。 
なお、借入金等

の返済のための

資金調達に当た

っては、市中の

金利情勢等を考

慮し、極力有利

な条件での借入

れを行い、調達

コストの抑制を

図る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ－３ 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
平成 27 年度行政事業レビューシート  事業番号 0320 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
短期借入金の限

度額 
100 億円 186 億円 55 億円      

         
         

         
 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  年度内における

一時的な資金不

足等に対応する

ための短期借入

金の限度額は、

単年度10,000百

万円とする。 

平成 26 年度に

おいて、一時的

な資金不足等が

発生した場合、

その対応のため

の短期借入金の

限 度 額 は 、

10,000 百 万 円

とする。 

＜主な定量的指標＞ 
短期借入金の限度

額は 100億円 
 
＜その他の指標＞ 
 
 
＜評価の視点＞ 
短期借入金の抑制

状況 

＜主要な業務実績＞ 
借入金残高の最高額

は 55億円 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
資金の計画的、機動的な

管理に努めた結果、借入

金残高の最高額は 55 億

円であり、限度額の 100

億円を大きく下回った

ことに加え、財投借入金

等の償還を円滑・確実に

実施することができた。 

 
＜課題と対応＞ 
資金の計画的、機動的な

管理に努め、借入れを行

っていくこととする。 
 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 資金の計画的、機動的な管理に努めた結果、借入金残高は 55 億円となり、

限度額である 100億円を大きく下回った。 

＜今後の課題＞ 
今後とも引き続き、資金の計画的、機動的な管理に努められたい。 

＜その他事項＞ 
 特になし 

 
４．その他参考情報 
 

 

98



様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ－１ 職員の人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
平成 27 年度行政事業レビューシート  事業番号 0320 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
政府機関等主催

の外部研修の活

用（講座数） 

－ 
 

20 講座 
(H25 年度実績) 

24 講座      

政府機関等主催

の外部研修の活

用（参加者数） 

－ 
 

25 名 
(H25 年度実績) 

37 名      

階層別研修の

実施・参加（講座

数） 

－ 
 

4 講座 
(H25 年度実績) 

8 講座      

階層別研修の実施・

参加（参加者数） 
－ 
 

36 名 
(平成 25 年度実績) 

76 名      

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 機構は、業務運営

の効率化及び業務

の質の向上に関す

る目標の達成を図

るため、職員の資

質向上のための研

修に関する計画を

定め、それを着実

に実施するものと

すること。 
また、人事評価制

度の実施にあたっ

ては、適正な評価

制度の運用を行う

とともに、それに

 
 
 
 
 
（１）第三期中

期 目 標 期 間 中

に、債権管理回

収業務の組織体

制について、業

務の状況等を踏

まえ、その縮減

等を検討し結論

を得る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜主な定量的指標

＞ 
 
 
＜その他の指標＞ 
 
 
＜評価の視点＞ 
年度計画の各項目

に対して十分な取

組が検討、実施され

ているか。 
 

＜主要な業務実績＞ 
 
 
 
●承継業務に係る業

務実施体制の検討 
承継業務に関し、債

権残高の動向等を踏

まえ、業務集約化に向

けた課題等の整理検

討を開始した。（「業務

運営の効率化に関す

る目標を達成するた

めとるべき措置－１」

から再掲） 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
 
 
●業務実施体制の見直

しの検討 
承継業務に係る債権

回収業務の課題等の整

理・検討を開始した。

（「業務運営の効率化に

関する目標を達成する

ためとるべき措置－１」

から再掲） 
 

 

評定 A 
＜評定に至った理由＞ 

計画通り、承継業務に関し、債権残高の動向等を踏まえ、業務集

約化に向けた課題等の整理検討を開始している。 

 

特に職員研修について、中長期的な人材育成といった視点に立ち、

機構独自の創意・工夫による新たな研修の体系「ERCA 研修計画」を

策定し、組織全体及び各部門における一層効果的・効率的な人材育

成を図るにふさわしい新たな制度を速やかに構築したことは、大い

に評価できる。 

さらに、同計画の柱である、①業務専門性研修、②階層別研修に

おいて、①については、政府機関等主催の研修に積極的に参加し、

②については、マネジメントスキル等の向上を目的とした内部研修

及び外部研修を計画的かつ積極的に実施することで、いずれも、該

当するテーマの研修において、前年度と比較して参加講座数、人数
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応じた給与体系の

見直しを適宜行う

こと。 
 

 
 
 
 
 
 
（２）質の高い

サービスの提供

を行うことがで

きるように、担

当業務に必要な

知識・技術の習

得、職員の能力

開発・人材育成

を図るため、各

階層、特に管理

職層のマネジメ

ント力向上に向

けた各種研修を

実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
（１）質の高い

サービスの提供

を行うことがで

きるように、担

当業務に必要な

知識・技術の習

得、職員の能力

開発・人材育成

を図るため、職

員研修計画に基

づく各種研修を

実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
（１）各種研修の実施 
●研修計画の策定等 
・ 平成 26 年 7 月に

「ERCA 研修計画」を

役員懇談会での議論

を踏まえ策定し、機構

全体として行う「階層

別研修」と部門ごとに

行う「業務専門性研

修」を 2 本の柱とする

研修体系を定めた。 
・ 同研修計画におい

ては、マネジメント、

コミュニケーション、

ビジネススキル等の

基礎的スキルの向上

を目的とした「階層別

研修」等について、総

務部を中心に企画・実

施することとした。 
・ また、各部門の業

務に必要な専門的知

識の習得については、

部門ごとに「業務専門

性研修」を企画・実施

し、向上を図ることと

した。 
・ これらの研修の計

画・実施については、

組織横断的に情報共

有を図り、組織全体と

して、あるいはそれぞ

れの部門において、よ

り一層効果的・効率的

な人材育成を行うこ

とを企図している。 

 
 
 
 
 

 
（１）職員研修計画に基

づく研修の実施等 
① 研修計画の策定等 
・ 機構職員のキャリア

パスを踏まえ機構全体

として行う研修の体系

として、階層別研修及び

業務専門性研修を主要

な柱とする「ERCA 研修

計画」を新たに策定し

た。 
・ 従来 OJT を中心と

した職員相互の教育が

中心であったが、機構が

所掌する各事業が成り

立つ時代（例えば、公害

の発生から補償・予防に

至るまで）の中核を担っ

てきた世代が定年退職

を迎える時期にあり、そ

のノウハウを確実かつ

計画的に継承する必要

性等から、改めて研修体

系の整備が必要であっ

たもの。 
・ 本件研修体系の整備

により、組織全体及び各

部門における一層効果

的・効率的な人材育成を

企図しており、職員及び

組織の更なる成長が期

待される。 
 
 
 
 

とも大幅に増えていることは所期の目標を上回る成果を上げている

と認められ、大いに評価できる。 
 

＜今後の課題＞ 

引き続き、業務効率化に向けた検討を進めること。 

また、新たな「ERCA 研修計画」に基づいて、職員の更なる士気向

上及び知識技術向上のために充実した研修を着実に実施していくと

ともに、人事評課制度を適正に運用し、士気の高い組織運営に努め

ること。 
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・ 同計画に基づき、

各部門において平成

26 年度業務専門性研

修の内容を検討・実施

するとともに、平成

27 年度の実施内容及

び予定を策定した

（H27.1）。 
 
 
●自主的研修 
職員の士気向上、知

識技術向上のための

資格取得支援策につ

いて、従来の「簿記」

（1 名）に加えて、メ

ンタルヘルスケア体

制の充実のため「メン

タルヘルス・マネジメ

ント検定」（2 名）の

資格取得支援を決定

した。（H26.6） 
平成 27 年 3 月末まで

に、1 名が「メンタル

ヘルス・マネジメント

検定Ⅰ種（マスターコ

ース）」、1 名が簿記 3
級に合格した。 
 
●外部研修への派遣 
様々な業種・団体か

らの受講者との意見

交換・情報交換を通じ

た職員の更なる成長

を企図して、平成 26
年度新たに新任昇任

者研修を計画し、新任

部長（1 名）及び新任

課長等（4 名）を外部

公開講座に派遣した。

（H26.11～12） 
また、平成 26 年度よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 各種研修の実施 
・ メンタルヘルスケア

や労務管理の必要性の

高まりを踏まえた資格

取得促進策を通じ、メン

タルヘルス・マネジメン

トに係る人材育成に着

手することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・新たに、人事院公務員

研修所が開催する行政

研修（課長級、課長補佐

級）への職員の派遣を計

画・実施した。 
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り新たに、国家公務員

本府省課長級又は課

長補佐級の職員を対

象として人事院公務

員研修所が開催する

行政研修に、課長職 1
名、課長代理職 1 名を

派遣した。（H26.11、
H27.1） 
 
 
●メンタルヘルス研

修等の充実 
労働安全衛生法の

一部改正やメンタル

不調の予防等のため

に、①課長代理職以上

を対象とする「ライン

ケア研修」、②係長～

係員級を対象とする

「セルフケア研修（産

業医講演会）」を実施

した。（H27.2） 
（イ）多様な人材が働

きやすい職場づくり

のための研修の実施 
障がい者の採用に当

たり、支援センターの

担当者等を講師とし

て、業務上の配慮事項

等に関する研修を実

施した。（ H26.7 、

H26.11） 
また、平成 26 年度よ

り、組織全体として障

がい者雇用に対する

理解や受入体制整備

を一層促進すること

とし、各部門での担当

業務洗い出し作業の

ほか、公共職業安定所

の雇用指導官等を講

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 労働安全衛生法の改

正や障害者雇用の必要

性等に鑑み、ラインケア

やストレスチェックに

関する研修、障害者雇用

に関する研修等を新た

に企画・実施した。 
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（３）人事評価

制度の適正な運

用を行い、評価

結果を人事及び

給 与 等 に 反 映

し、士気の高い

組織運営に努め

る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）人事評価 
制度の適正な運

用を行い、評価

結果を人事及び

給 与 等 に 反 映

し、士気の高い

組織運営に努め

る。 
 

師として、より円滑な

職場での受け入れ・定

着を図るための研修

を実施した。（H27.3） 
 
 
 
 
 
 
 
 
●人事交流 
・ 職員の環境行政に

関する専門的知識の

習得を図るため、環境

省等に職員を 5 名出

向又は実務研修生と

して派遣している（環

境省総合環境政策局、

環境保健部、地球環境

局等）。 
・ 平成 20 年度から

26 年度までの間に、

環境省等への出向又

は実務研修を経験し

た職員は 14 名に上

り、環境施策の立案等

に携わった経験を、機

構における業務遂行

に活かしているとこ

ろである。 
 
（２）人事評価制度の

適正な運用等 
・ 人事評価制度に基

づく平成 25 年度の評

価結果を、平成 26 年

度の昇給及び平成 26
年度 6 月期賞与へ適

切に反映することが

できた。 

 
 
 
 
 
 
・ 平成 26 年度におい

ては、52 講座、延べ 593
名に対する研修を実施

した。 
 
 
③ 人事交流 
・ 環境省等への職員出

向等により、環境行政の

実務を通して、職員の知

識・技術を向上すること

ができている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）人事評価制度の適

正な運用等 
・ 人事評価制度に基づ

く平成 25 年度の評価結

果を、平成 26 年度の昇

給及び平成 26 年度 6 月

期賞与へ適切に反映す

ることができた。 
・ 人事評価制度につい
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（４）人員に関

する指標 
管理業務につい

て、一層の事務

処理の効率化を

図るとともに、

承継業務の債権

残高の変動、縮

小等を考慮し、

業務の実施体制

の検討を行い、

結論を得る。 
（参考） 
期初の常勤職員

数 140 人 
期末の常勤職員

数の見込み 140
人 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）人員に関

する指標 
（参考） 期初

の 常 勤 職 員 数

140 人 

・ 人事評価制度につ

いて、より職員の士気

向上・人材育成を図る

ものとなるよう運用

等を改善するために、

外部業者によるコン

サルティングを実施

した。その結果を踏ま

え、人事評価結果のフ

ィードバック方法を

早速改善するなど、一

部改善に着手できて

いる。 
 
 
●管理業務に係る事

務処理効率化等の検

討 
 予算から決算に至

るまでの事務効率化

を図るために、新たな

経理システムの構築

に着手した。 
 給与関係事務の効

率的な実施のために、

年末調整事務及び法

定調書作成事務の一

部外部委託について

検討を開始した。 
●承継業務に係る業

務実施体制の検討 
承継業務に関し、債

権残高の動向等を踏

まえ、業務集約化に向

けた課題等の整理検

討を開始した。 
（「業務運営の効率化

に関する目標を達成

するためとるべき措

置－１」から再掲） 
 

て、より職員の士気向

上・人材育成を図るもの

となるよう運用等を改

善するために、外部業者

によるコンサルティン

グを実施した。その結果

を踏まえ、人事評価結果

のフィードバック方法

を早速改善するなど、一

部改善に着手できてい

る。 
 
 
 
 
●一層の事務処理の効

率化 
新たな経理システム

の構築に着手した他、管

理業務に係る事務処理

効率化の検討を開始し

た。 
 
 
 
 
 
 
 
●業務実施体制の見直

しの検討 
承継業務に係る債権

回収業務の課題等の整

理・検討を開始した。 
（「業務運営の効率化に

関する目標を達成する

ためとるべき措置－１」

から再掲） 
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＜課題と対応＞ 
・ 今後とも、業務上の

必要性、職員の中長期的

な人材育成等を考慮し

ながら、職員の士気向上

及び知識技術の向上の

ために、計画的に研修を

実施する。 
・ 平成 26 年度の人事

評価制度コンサルティ

ング結果を受けて、引き

続き運用等の改善を行

う。 
・ 平成 27 年度におい

ては、職員の更なる士気

向上・人材育成を図るた

めに、人事制度全般に関

するコンサルティング

を実施する。 
 
４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ－２ 積立金の処分に関する事項 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
平成 27 年度行政事業レビューシート  事業番号 0320 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  第二期中期目標

期間の最終事業

年度において、

独立行政法人通

則法第44条の処

理を行ってなお

積立金があると

きは、主務大臣

の承認を受けた

金額について、

公害健康被害予

防事業及び債権

管理回収業務等

の財源並びに第

二期中期目標期

間以前に自己収

入 財 源 で 取 得

し、第三期中期

目標期間へ繰り

越した固定資産

の減価償却に要

する費用等に充

前中期目標期間

の最終事業年度

において、独立

行政法人通則法

第44条の処理を

行ってなお積立

金 が あ る と き

は、主務大臣の

承認を受けた金

額について、公

害健康被害予防

事業及び債権管

理回収業務等の

財源並びに前中

期目標期間以前

に自己収入財源

で取得し、本中

期目標期間へ繰

り越した固定資

産の減価償却に

要する費用等に

充てることとす

＜主な定量的指標

＞ 
 
 
＜その他の指標＞ 
 
 
＜評価の視点＞ 
環境大臣の承認を

受けた金額につい

て、計画で定めたと

おりの使用を行っ

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 
前中期目標期間以前

に自己収入財源で取

得した固定資産の減

価償却等見合い 7,263
千円を取り崩した。 
 

＜評定と根拠＞ 
 
評定：Ｂ 
 
前中期目標期間中に自

己収入で取得した固定

資産の減価償却につい

て取崩し、適正な期間損

益を計上した。 
 
＜課題と対応＞ 
今後も固定資産の減価

償却に要する費用等に

充て、適切に処理する。 
 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 前中期目標期間以前に自己収入財源で取得した固定資産の減価償

却等見合いを取崩した。 
 
＜今後の課題＞ 
 今後も固定資産の減価償却に要する費用等に充て、適切な処理を

お願いしたい。 
＜その他事項＞ 
 特になし 
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て る こ と と す

る。 
る。 

 
４．その他参考情報 
 

 

107



様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ－３  その他当該中期目標を達成するために必要な事項 

当該項目の重要度、難易

度 
（必要に応じて重要度及び難易度について記載） 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
平成 27 年度行政事業レビューシート  事業番号 0320 
 

 
 

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
  中期目標期間を

超える債務負担

については、当

該債務負担の必

要性が認められ

る場合には、次

期中期目標期間

にわたって契約

を行うことがあ

る。 

中期目標期間を

超える債務負担

については、当

該債務負担の必

要性が認められ

る場合には、次

期中期目標期間

にわたって契約

を行うことがあ

る。 

＜主な定量的指標

＞ 
 
 
＜その他の指標＞ 
 
 
＜評価の視点＞ 
中期計画期間を超

える債務負担の必

要性 

＜主要な業務実績＞ 
 
「電話交換機等の更

新及び保守業務」（契

約期間：27 年 1 月～

32 年 3 月）及び「経

理システム再構築及

び運用保守業務」（契

約期間：27 年 3 月～

33 年 3 月）にかかる

調達について、スケー

ルメリットやソフト

ウェアの償却期間等

を考慮し、次期中期目

標期間にわたる契約

を行った。 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
業務の必要性やスケー

ルメリットなど、債務負

担の必要性が認められ

るものについて、次期中

期目標期間にわたって

契約を行った。 
 
＜課題と対応＞ 
今後も、業務の必要性や

スケールメリットなど、

債務負担の必要性が認

められるものについて

は、次期中期目標期間に

わたって契約を行って

いく。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 
債務負担の必要性が認められるものについて適切に契約を行った。 
 
＜今後の課題＞ 
次期中期目標期間にわたって契約を行う場合は、業務の必要性や

スケールメリットなど、債務負担の必要性が認められる場合に行う

こと。 
 
＜その他事項＞ 
特になし 

 
４．その他参考情報 
 

 

２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
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